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一

地
方
公
務
員
の
政
治
的
中
立
性
の
確
保
の
た
め
の
地
方
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

地
方
公
務
員
法
の
一
部
改
正

一

地
方
公
務
員
の
政
治
的
行
為
に
つ
い
て
、
国
家
公
務
員
と
同
様
に
制
限
す
る
こ
と
。

１

当
該
地
方
公
共
団
体
の
区
域
の
内
外
を
問
わ
ず
制
限
す
る
こ
と
。

２

第
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
職
員
の
政
治
的
行
為
の
制
限
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務

員
の
例
に
よ
る
こ
と
。

（
地
方
公
務
員
法
第
三
十
六
条
関
係
）

二

一
の
違
反
行
為
に
対
し
、
罰
則
（
三
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
）
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

（
地
方
公
務
員
法
第
六
十
一
条
関
係
）

第
二

地
方
公
営
企
業
等
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

単
純
労
務
者
で
あ
る
地
方
公
務
員
等
の
政
治
的
行
為
に
つ
い
て
、
国
家
公
務
員
と
同
様
の
制
限
に
服
し
、
か
つ
、
罰
則
が

適
用
さ
れ
る
こ
と
と
す
る
た
め
、
地
方
公
営
企
業
職
員
の
政
治
的
行
為
の
制
限
に
関
す
る
特
例
規
定
を
準
用
す
る
規
定
を
削

除
す
る
こ
と
。

（
地
方
公
営
企
業
等
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
第
二
項
関
係
）



二

第
三

地
方
公
営
企
業
法
の
一
部
改
正

地
方
公
営
企
業
職
員
の
政
治
的
行
為
に
つ
い
て
、
国
家
公
務
員
と
同
様
の
制
限
に
服
し
、
か
つ
、
罰
則
が
適
用
さ
れ
る
こ

と
と
す
る
た
め
、
当
該
地
方
公
営
企
業
職
員
の
制
限
に
関
す
る
特
例
規
定
を
削
除
す
る
こ
と
。

（
地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
関
係
）

第
四

地
方
独
立
行
政
法
人
法
の
一
部
改
正

特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
職
員
の
政
治
的
行
為
に
つ
い
て
、
国
家
公
務
員
と
同
様
の
制
限
に
服
し
、
か
つ
、
罰
則
が
適

用
さ
れ
る
こ
と
と
す
る
た
め
、
当
該
職
員
の
政
治
的
行
為
の
制
限
に
関
す
る
特
例
規
定
を
削
除
す
る
こ
と
。

（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
五
十
三
条
第
二
項
関
係
）

第
五

政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
改
正

単
純
労
務
職
員
、地
方
公
営
企
業
職
員
及
び
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
職
員
に
つ
い
て
、
他
の
地
方
公
務
員
と
同
様
に
、

そ
の
地
位
を
利
用
し
て
、
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
又
は
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
い
に
関
与
等
を
し
て
は
な

ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
政
治
資
金
規
正
法
第
二
十
二
条
の
九
第
一
項
第
五
号
関
係
）

第
六

公
職
選
挙
法
の
一
部
改
正
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三

単
純
労
務
職
員
、地
方
公
営
企
業
職
員
及
び
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
職
員
に
つ
い
て
、
他
の
地
方
公
務
員
と
同
様
に
、

在
職
中
、
公
職
の
候
補
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
公
職
選
挙
法
第
八
十
九
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
五
号
関
係
）

第
七

施
行
期
日
等

一

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

（
附
則
関
係
）

二

そ
の
他

所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。


